
登別市観光衛生施設整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、観光の振興を図るため、登別市観光衛生施設整備事業補助金（以

下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象者） 

第２条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）登別市の登別温泉町及びカルルス町内で本要綱公布日において、ホテル又は旅

館を営業する者 

（２）水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第３条第６項に規

定する専用水道を既に設置している者又は新たに設置しようとする者 

（３）次条の事業を実施する者（以下「設備設置者」という。） 

（補助の対象事業） 

第３条 この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、水道施設の

技術的基準を定める省令（平成１２年厚生省令第１５号）第５条第１項第８号に規

定する濾過等の設備（以下「濾過設備」という。）を新たに設置しようとする事業

とする。 

（補助の対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助の対象経費は、濾過設備の設置に係る経費とする。 

２ 補助金の額は、別表で定める額とする。 

（補助金の交付申請及び方法） 

第５条 補助金の交付を受けようとする設備設置者は、登別市観光衛生施設整備事業

補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなけ

ればならない。この場合において、補助金の交付申請及び補助金の受領等について

は、社団法人登別観光協会（以下「協会」という。）に委任するものし、委任を受

けた協会（以下「代理者」という。）は、市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）法第３３条第５項の規定による通知書の写し 

（３）濾過設備工事予算書 

（４）濾過設備仕様書 

（５）濾過設備工事図面 

（６）委任状（別記様式第２号） 

（７）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容の審査等を行う

ものとする。 

２ 市長は、前項の審査等の結果により補助金を交付することが適当と認めたときは、

代理者に対し登別市観光衛生施設整備事業補助金交付決定通知書（別記様式第３

号）により通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、

条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の審査等の結果により、補助金を交付することが不適当と認めた

ときは、速やかに代理者に対し登別市観光衛生施設整備事業補助金不交付決定通知



書（別記様式第４号）により通知するものとする。 

（事業完了報告） 

第７条 補助事業が完了したときは、補助金の交付の決定を受けた設備設置者（以下

「補助金交付対象者」という。）は、補助事業の完了した日から起算して６０日以

内に事業完了報告書（別記様式第５号）を代理者に提出し、代理者は登別市観光衛

生施設整備事業証明書（別記様式第６号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の事業完了報告書を受理したときは、当該補助事業が補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適

合すると認めたときは、補助金の額を確定し、登別市観光衛生施設整備事業補助金

額確定通知書（別記様式第７号）により、代理者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要と認めるときは実地に調査し、又は関

係書類の提出を求めることができる。 

（補助金の交付の時期） 

第９条 補助金は、当該補助事業が完了し、補助金の額の確定後、補助金交付対象者

の請求に基づいて交付するものとする。ただし、市長がその事業の完了前に交付す

ることが適当と認めるときには、一括又は分割して交付することができる。 

（補助金の請求） 

第１０条 補助金交付対象者が、補助金の交付を請求するときは、登別市観光衛生施

設整備事業補助金請求書（別記様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（補助決定の取消し又は返還） 

第１１条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還さ

せることができる。 

（１）補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。 

（２）補助対象事業の執行に関し、補助の交付決定内容又はこれに付していた条件に

違反したとき。 

（３）補助金の申請及び事業実績報告に虚偽その他不正な行為があったとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、補助することが不適正であると認められる事実が

あったとき。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱の施行は、公布の日から施行する。 

 

様式 略 



別表 

第４条第２号に規定する補助額は、次のとおりとする。 

 

法第３３条第５項の規定による通知 

で認可を受けた１日最大給水量 

 

補助基準額 

 

２０トン以上   １００トン未満 

 

     １，０００千円以内 

 

１００トン以上   ２００トン未満 

 

     １，５００千円以内 

 

２００トン以上   ５００トン未満 

 

     ２，５００千円以内 

 

５００トン以上   ６００トン未満 

 

     ５，０００千円以内 

 

６００トン以上   ８００トン未満 

 

     ８，０００千円以内 

 

８００トン以上 １，５００トン未満 

 

     ９，０００千円以内 

 

１，５００トン以上      

 

    １０，０００千円以内 

※ 補助額は設備費の１０％以内又は上記補助基準額 

 


